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コミュニティあいはし 規約 

 

第１章 総 則 

 

（名称及び事務所) 

第１条 本会は、コミュニティあいはし（以下｢本会」という。）と称し、事務所を豊岡市但

東町出合 150 豊岡市立合橋地区コミュニティセンターに置く。 

 

（目的) 

第２条 本会は、豊かな自然と歴史伝統を生かした様々な活動を展開し、先人から受け継い

だ大切な森と農地を守り、住民活動を活性化し、合橋地区の安全・安心で豊かな未来を実

現することを目的とする。 

 

(事業) 

第３条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

（１） 地域の安全と安心を守る事業 

（２） 地域の豊かな自然を守る事業 

（３） 地域のにぎわいと活気を高める事業 

（４） 地域への愛着と地域の魅力を高める事業 

（５） その他、本会の目的を達成するために必要な事業 

 

（地域づくり計画） 

第４条 本会は、第２条の目的を達成するために行う前条の事業を具体的に記載した「合橋

地域づくり計画」を策定し、事業を実施する。 

２ 合橋地域づくり計画は、社会情勢の変化及び事業の検証を受け、随時見直すものとする。 

 

 

 

第２章 組 織 

 

（会員） 

第５条 本会は、次に掲げるもの（以下「会員」という。）によって構成する。 

（１） 合橋地区に居住する市民 

（２） 合橋地区の出身者 

（３） 合橋地区の事業所等に勤務する者 

（４） 合橋地区に住所を置く団体・企業 

（５） その他会長が必要と認め、理事会で承認された者 

 

（理事） 

第６条 本会に理事を置き、総会において会員の中から選出する。 
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（役員の種類） 

第７条 本会に次の役員を置く。 

 （１） 会長  １名 

 （２） 副会長 ３名 

 （３） 理事  ４名以上１５名以内 

 （４） 監事  ２名以内 

２ 会長及び副会長は、理事の互選により選出する。 

３ 監事は、会員の中から選出する。 

 

（役員の職務） 

第８条 会長は、会を代表して会務を総括する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときの職務を代理する。 

３ 理事は、理事会に参加し、会務を審議する。 

４ 監事は、本会の会務及び収支決算を監査する。 

 

（役員の任期） 

第９条 役員の任期は２年とする。ただし、再任を妨げない。 

２ 補欠により選出された役員の任期は、前任者の残任期間とする。 

 

（顧問） 

第１０条 本会に、顧問を置くことができる。 

２ 顧問は、会長が理事会の同意を得て委嘱するものとする。 

３ 顧問は、本会の重要事項について、会長の諮問に応じる。 

４ 顧問は、会議に出席して意見を述べることができる。 

 

（理事会の構成） 

第１１条 本会に理事会を置く。 

２ 理事会は、会長、副会長、理事をもって構成する。 

 

（理事会の招集） 

第１２条 理事会は、必要に応じ会長が招集する。 

 

（理事会の審議事項） 

第１３条 理事会は、次に掲げる事項を審議し、議決する。 

 （１） 総会に付すべき事項 

 （２） 総会において議決された事項の執行に関する事項 

 （３） その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項 

２ 理事会の議長は、会長が行う。 
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（代議員） 

第１４条 本会に、合橋地区の区長からなる代議員を置く。 

２ 区長が第６条に規定する役員に選出されたときは、区長は代理の者を代議員に指名する

ことができる。 

 

（代議員の役割） 

第１５条 代議員は総会において議事を審議し決定する。 

２ 代議員は、本会の運営及び活動に関して、随時意見を述べることができる。  

 

（総会） 

第１６条 総会は、代議員により構成する。 

２ 総会は会長が招集し、議長はその総会において出席した代議員の中から選出する。 

３ 総会は定期総会及び臨時総会とし、定期総会は毎年１回開催し、次の事項を審議・決定

する。また、臨時総会は、会長が必要と認めたとき及び代議員の３分の１以上から会議の

目的たる事項を示して請求があったときに招集する。 

（１） 予算及び決算に関すること。 

（２） 事業計画及び事業報告に関すること。 

（３） 役員の選任及び解任に関すること。 

（４） 規約の改廃に関すること。 

（５） 合橋地域づくり計画に関すること。 

（６） その他の重要事項。 

４ 総会は、代議員の過半数の出席により成立し、議事は出席代議員の過半数をもって決し、

可否同数のときは議長の決するところによるものとする。 

５ 総会の議事については議事録を作成し、出席代議員の内から議長が指名した２名が署名

押印する。 

 

（部会） 

第１７条 本会は、第３条の事業を行うために内部組織として部会･プロジェクト等を置く

ことができる。 

 

 

 

第３章 会 計 

 

（経費） 

第１８条 本会の経費は、豊岡市の交付金、事業収入、補助金及びその他の収入をもってこ

れにあてる。 

 

 

（事業年度及び会計年度） 
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第１９条 本会の事業年度及び会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わ

る。 

 

（会計監査） 

第２１条 会計の監査は随時これをすることができる。 

 

（会計報告） 

第２２条 収支決算書と財産目録を作成し、これを年１回の定期総会で報告して承認を得る。 

 

（委任） 

第２３条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定め

る。 

 

付 則 

１ この規約は、令和 6 年 4 月 1日より施行する。 

  


